
保険医療機関における書面掲示について 
 

○医療ＤＸ推進体制整備加算 

医療 DX 推進体制整備による質の高い医療の提供に努めています。 
当院では以下の通り対応を行っております。 
（1）オンライン請求を行っております。 
（2）オンライン資格確認を行う体制を有しております。 
（3）電子資格確認で取得した診療情報を、活用できる体制を有しております。 
（4）マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っ
ています。 
 
○医療情報取得加算 

当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しています。 

質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を
取得し、その情報を活用して診療を行います。 

 

○明細書発行体制等加算 

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書
の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 

 

○一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算 

当院では、後発医薬品の使用促進を図り、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施してい
ます。 

後発医薬品のある医薬品については、薬剤の成分をもとにした一般名処方（「有効成分」を
処方せんに記載して処方すること）を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬
品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 

 

○外来感染管理向上加算 

当院では、院内感染防止対策として次のような取り組みを行っております。 
(1)院内感染対策チームによる感染対策の徹底をしています。 
(2)手指衛生のためアルコール消毒を設置し、こまめに手指消毒を行っています。 
(3)感染性の高い疾患の患者様に対して、適切な隔離措置を行います。 
(4)アルコール使用量を測定し、報告しています。 
 


